
主要施策名：（５）水道・下水道等の整備

基本目標(章) 主要施策(節) 施策区分
事務事業
コード

事務事業 所管課

（１）水道の整備 451-1 家庭用井戸水検査事業 環境整備課

（２）下水道等の整備 452-6 浄化槽設置整備事業 上下水道工務課

事務事業本数：2

④便利で快適な
都市づくり

（５）水道・下水道
等の整備



≪基本情報≫

□

■

□ □

■ □ □ □

□ □

■ □ 】 款 4 項 1 目 2 2

≪事務事業の目的≫

≪事務事業の概要≫
□ ■ □

【 【 【

□ □ ■ □ □ 】

□ □ ■ □ □ 】

≪事務事業実施に係るコスト≫

事務事業の名称 家庭用井戸水検査事業
所管課 環境整備課

作成者（担当者） 髙村　悦子

事務事業コード 451-1 実施 令和05年度(令和04年度実績)

事務ふりかえりシート

総合計画での位置付け

基本目標（章） ④便利で快適な都市づくり 　重点
　施策

主要施策（節） （５）水道・下水道等の整備

□ 該当施策区分 （１）水道の整備

法令、県･市条例等【 水道法、水質基準に関する省令 】
実施の根拠
（複数回答可）

市長公約

その他の計画【 】 該当なし

事業区分
ソフト事業 義務的事業 建設・整備事業 施設の維持管理事業

内部管理事務 計画等の策定及び進捗管理事務

事務事業の実施背景（ど
のような問題又はニーズが
あるのか）

上水道未整備地区では、一般家庭で井戸水を飲料用や生活用水として使用しており、健康上の不安が存在する。

対象
(誰、何に対して、受益者等）

上水道未整備地区の市民

意図
（どのような状態にしたいか）

上水道未整備地区の住民に水質検査に対する検査費用を一部助成し、検査を実施することにより、家庭用飲料水
の安全性を確認する。

会計区分 一般会計 特別･企業会計【 細目

事業期間
単年度のみ 単年度繰返し 期間限定複数年度

年度】 H17 年度から】 年度～ 年度まで】

その他【

実施方法 直営 全部委託・請負 一部委託・請負 補助金等交付 その他【

事業主体 国 県 市 民間

R04年度決算 R05年度予算

事務事業の具体的内容
・上水道未整備地区住民の家庭用井戸水の水質検査を、市でとりまと
めて検査機関に委託し、生活用水としての利用を担保する。 ⇒

事務事業を構成する細事業（　1　）本

① 家庭用井戸水検査業務

②

③

0 0 0 0 0

全体計画

投
入
コ
ス
ト

事
業
費

(

千
円

)

国庫支出金 0 0 0 0 0

県支出金 0 0 0 0 0

起債

R02年度決算 R03年度決算

0

その他 0 0 0 0 0

受益者負担 137 106 131 171

0

小　　　　計 357 263 324 423 0

一般財源 220 157 193 252

0.14

職員の年間平均給与額（千円） 5,476 5,223 5,429 5,451
人
件
費

職
員
の

職員人工数 0.18 0.07 0.14

会計年度任用職員人工数 0.00 0.00 0.00

小　　　　計 986 366 760 763

合　　　　　計 1,343 629 1,084 1,186

0.00

会計年度任用職員の年間平均給与額（千円） 1,950 1,632 1,382 1,291

【1】

【2】

【3】

【4】

【5】

【7】

【8】

【9】

【10】

【11】

【14】

【13】

【6】

【12】

【15】

【16】

【17】



≪事務事業の手段と活動指標≫

①

②

③

≪事務事業の成果≫

≪事務事業の評価≫

■

□

■

□

□

■

■

□

■

□

■

□

■

□

■

□

■

□

□

■

≪前回からのふりかえり結果と今後の方向性≫

□ ■ □

□ □ □ 終了

■評価責任者記入欄■

R03実績 R04実績 R05計画

家庭用井戸水検査業務
井戸水の水質検査に補助金を
支出し、検査を行う

水質検査補助件数 件 76 56 69 67

事務事業を構成する細事業 手段（細事業の具体的内容） 活動指標 単位 R02実績

R04目標 R05目標

R02実績 R03実績 R04実績
成果指標（意図の数値化） 計算方法又は説明 単位

R02目標 R03目標

100 100 100

100 100 100
1 飲用適格率 適格件数／申請件数×100 ％

100

2

評価視点 判断理由

妥
当
性

（
必
要
性

）

【実施主体の妥当性】　【20-1】
市が実施すべきであるか（民間、NPOなどが実施で
きないか。）。

市が実施すべき
上下水道未整備地区での一般家庭井戸水の安全性を担保し、対象
者のニーズに応える必要があるため。市が実施する

必要はない

【目的の妥当性】　【20-2】
社会情勢の変化により、目的（対象・意図）の見直
しは必要でないか。

必要なし
上水道未整備地区が対象地区となる。見直しの必要はない。

必要あり

【休廃止の影響】　【20-3】
事務事業を休止・廃止をした場合、市民に影響は
ないか。

影響なし 家庭用飲用水の安全性を確認するための検査であるため、市民に
影響がある。

影響あり

【類似事業との統合】　【22-4】
目的が類似する他の事業との統合について、検討
の余地はないか。

余地なし
類似の事業はない。

有
効
性

【目標の達成度】【21-1】
成果指標の目標は達成できたか。
未達成の場合、原因はどのようなことが考えられるか。

達成
達成できた。

未達成

【細事業の適当性】【21-2】
目的（意図）を達成するため、細事業の構成は適当
であるか。

適当
単独の事業であるため適当。

不適当

前回のふりかえりに対して
見直し・改善状況

（前回のふりかえりの内容）

上水道整備には費用、日数がかかり、未整備地区解消は困難であるため、今後も事業継続する。

（前回のふりかえりに対する見直し・改善状況）

安全な水の供給のため、今後も事業を継続する。

余地あり

公
平
性

受益者負担について、検討の余地はないか。
徴収を行っている場合は、負担水準（対象・金額）
について検討の余地はないか。

余地あり
これ以上の受益者負担の余地はない。

余地なし

効
率
性

【コストの低減】【22-1】
コストの低減について、検討の余地はないか。

余地なし 検査を希望する対象者の水質検査は市が一括して取りまとめて業
者と契約することで、コスト削減を図っているため。余地あり

【執行過程の見直し】　【22-2】
執行過程の簡素化・改善について、検討の余地は
ないか。（デジタル技術の導入など）

余地なし
既にできるところは簡素化しているため。

余地あり

【民間活力の活用】　【22-3】
民間のノウハウ活用について、検討の余地はない
か。

余地なし
民間の活用等の検討の余地はない。

余地あり

評価責任者（課長）の所見
上水道未整備地区の家庭用飲用井戸水の水質調査料金の一部を補助し、市でまとめて検査機関に委
託することで、水質の安全性を確認することが容易になる。このことにより、地区内の健康被害を未然
に防止することができることから、この事業を継続していくことが必要である。

評価責任者

塚本　昭広

執行方法の改善 休止・廃止

今後の方向性に対する
見直し・改善の具体的内容

上水道整備には費用、日数がかかり、未整備地区解消は困難であるため、今後も事業を継続する。また広報及びホームペー
ジにて、検査の周知を図っていきたい。

今後の方向性
拡充して継続 現状のまま継続 縮小して継続

【18】

【19】

【25】

【24】

【26】

【20】

【21】

【22】

【23】



≪基本情報≫

□

■

□ □

■ □ □ □

□ □

■ □ 】 款 4 項 1 目 9 1

≪事務事業の目的≫

≪事務事業の概要≫
□ ■ □

【 【 【

□ □ ■ □ □ 】

□ □ □ ■ □ 】

≪事務事業実施に係るコスト≫

事務事業の名称 浄化槽設置整備事業
所管課 上下水道工務課

作成者（担当者） 竹森　明徳

事務事業コード 452-6 実施 令和05年度(令和04年度実績)

事務ふりかえりシート

総合計画での位置付け

基本目標（章） ④便利で快適な都市づくり 　重点
　施策

主要施策（節） （５）水道・下水道等の整備

□ 該当施策区分 （２）下水道等の整備

法令、県･市条例等【 浄化槽法、市浄化槽設置整備事業補助金交付要綱 】
実施の根拠
（複数回答可）

市長公約

その他の計画【 】 該当なし

事業区分
ソフト事業 義務的事業 建設・整備事業 施設の維持管理事業

内部管理事務 計画等の策定及び進捗管理事務

事務事業の実施背景（ど
のような問題又はニーズが
あるのか）

公共下水道・農業集落排水処理区域外の用排水路及び河川等の水質保全・生活環境の向上、公衆衛生環境の向
上を図る必要がある。

対象
(誰、何に対して、受益者等）

公共下水道・農業集落排水処理区域外（玉名・岱明・横島）で浄化槽を設置する市民。

意図
（どのような状態にしたいか）

浄化槽を設置することで、生活排水による用排水路及び河川の水質汚濁防止を図る。

会計区分 一般会計 特別･企業会計【 細目

事業期間
単年度のみ 単年度繰返し 期間限定複数年度

年度】 Ｈ17 年度から】 年度～ 年度まで】

その他【

実施方法 直営 全部委託・請負 一部委託・請負 補助金等交付 その他【

事業主体 国 県 市 民間

R04年度決算 R05年度予算

事務事業の具体的内容

・浄化槽を設置しようとする申請者に対して、補助金の交付事務（申請
書の受付から設置後の現場確認及び補助金交付まで）、国・県への補
助金の交付申請・受入事務、それに伴う実績報告事務
・浄化槽未設置の世帯に対して、広報誌等により普及促進を図る事務
・権限移譲により、設置者への検査・保守点検実施指導業務
・既存住宅の汲み取りや単独浄化槽から合併浄化槽への切替を行った
ときに追加補助をする事業

⇒

事務事業を構成する細事業（　4　）本

① 浄化槽設置整備事業

② 浄化槽推進業務

③ 浄化槽整備事業特別会計繰出金業務

0 0 0 0 0

全体計画

投
入
コ
ス
ト

事
業
費

(

千
円

)

国庫支出金 5,879 9,954 7,737 14,306 0

県支出金 12,464 4,915 5,954 5,824 0

起債

R02年度決算 R03年度決算

0

その他 0 0 0 0 0

受益者負担 0 0 0 0

0

小　　　　計 51,196 44,654 34,603 58,234 0

一般財源 32,853 29,785 20,912 38,104

0.60

職員の年間平均給与額（千円） 5,476 5,223 5,429 5,451
人
件
費

職
員
の

職員人工数 1.50 1.23 0.60

会計年度任用職員人工数 0.00 0.00 0.00

小　　　　計 8,214 6,424 3,257 3,271

合　　　　　計 59,410 51,078 37,860 61,505

0.00

会計年度任用職員の年間平均給与額（千円） 1,950 1,632 1,382 1,291

【1】

【2】

【3】

【4】

【5】

【7】

【8】

【9】

【10】

【11】

【14】

【13】

【6】

【12】

【15】

【16】

【17】



≪事務事業の手段と活動指標≫

①

②

③

≪事務事業の成果≫

≪事務事業の評価≫

■

□

■

□

□

■

□

■

■

□

■

□

■

□

■

□

□

■

□

■

≪前回からのふりかえり結果と今後の方向性≫

□ ■ □

□ □ □ 終了

■評価責任者記入欄■

R03実績 R04実績 R05計画

浄化槽設置整備事業
浄化槽設置者に対し、補助金
を交付する

設置基数 基 77 75 75 100

事務事業を構成する細事業 手段（細事業の具体的内容） 活動指標 単位 R02実績

3 2 3

浄化槽整備事業特別会計
繰出金業務

浄化槽特別会計への繰り出し 繰り出し回数 回 1 1 1 1

浄化槽推進業務
広報誌等により浄化槽の普及
促進を図る

掲載回数 回 3

R04目標 R05目標

R02実績 R03実績 R04実績
成果指標（意図の数値化） 計算方法又は説明 単位

R02目標 R03目標

44,603 42,778 42778

31,463 34,310 30,295
1 年間処理水量

１年間の設置した人槽ごとの処理水量の合計（5人槽：1.0
㎥、7人槽：1.4㎥、10人槽：2.0㎥）×基数×365日
R3:44,603㎡，R4:42,778㎡

㎥
65,627

100 100 100

47.9 76.9 70.8
2 年間処理水率

年間処理水量／目標年間処理水量
×100

％
100

評価視点 判断理由

妥
当
性

（
必
要
性

）

【実施主体の妥当性】　【20-1】
市が実施すべきであるか（民間、NPOなどが実施で
きないか。）。

市が実施すべき

市が実施するよう法令で義務付けられているため。
市が実施する
必要はない

【目的の妥当性】　【20-2】
社会情勢の変化により、目的（対象・意図）の見直
しは必要でないか。

必要なし 生活排水による河川及び用排水路等の水質汚濁防止を図るために
必要であるため。必要あり

【休廃止の影響】　【20-3】
事務事業を休止・廃止をした場合、市民に影響は
ないか。

影響なし 合併処理浄化槽の設置費用がかかるため、単独浄化槽からの転換
や合併浄化槽の設置が減ることにより環境保全や公衆衛生の悪化
が考えられる。影響あり

【類似事業との統合】　【22-4】
目的が類似する他の事業との統合について、検討
の余地はないか。

余地なし 公共浄化槽設置の者との設置費及び維持管理費に違いがあるた
め統合に向けて検討が必要である。

有
効
性

【目標の達成度】【21-1】
成果指標の目標は達成できたか。
未達成の場合、原因はどのようなことが考えられるか。

達成 合併処理浄化槽の設置費用がかかるため、家の新築、改築や汲取
り槽や単独浄化槽の転換するタイミングの影響が考えられる。未達成

【細事業の適当性】【21-2】
目的（意図）を達成するため、細事業の構成は適当
であるか。

適当
事務事業の目的達成のためにそれぞれ必要である。

不適当

前回のふりかえりに対して
見直し・改善状況

（前回のふりかえりの内容）

（個人設置型浄化槽）設置計画【R3～7年度】で、100基×5ヶ年＝500基の位置づけを行っており、R3年度で75件と計画よりも
低い数値で推移している。そのことから、単年度100基の設置計画を目標とし、広報誌等により浄化槽の普及促進を図る。

（前回のふりかえりに対する見直し・改善状況）

令和３年度と変わらない実績件数であった。広報誌の掲載について、設置補助金の募集の掲載が令和５年４月になったため
令和４年度中の掲載回数が減ったかたちとなった。
今後も玉名市ホームページや広報誌での周知を継続して行う。

余地あり

公
平
性

受益者負担について、検討の余地はないか。
徴収を行っている場合は、負担水準（対象・金額）
について検討の余地はないか。

余地あり
補助金の交付事業のため、受益者負担は発生しない。

余地なし

効
率
性

【コストの低減】【22-1】
コストの低減について、検討の余地はないか。

余地なし
国・県の補助基準により実施しているため検討の余地がない。

余地あり

【執行過程の見直し】　【22-2】
執行過程の簡素化・改善について、検討の余地は
ないか。（デジタル技術の導入など）

余地なし
補助金事務や権限移譲事務のため。

余地あり

【民間活力の活用】　【22-3】
民間のノウハウ活用について、検討の余地はない
か。

余地なし 国・県の補助金事務のため民間では交付申請等の事務ができな
い。また、民間へ委託するとコストがかかるため。余地あり

評価責任者（課長）の所見
公共下水道及び農業集落排水処理区域以外の水質保全や公衆衛生環境の向上を図るため、今後も
積極的に周知徹底し普及促進を行う。
また、公共浄化槽設置業務との統合を検討する。

評価責任者

田上　武靖

執行方法の改善 休止・廃止

今後の方向性に対する
見直し・改善の具体的内容

生活環境の保全や公衆衛生の向上に寄与するため、汲取り槽、単独浄化槽の転換や新築等による合併浄化槽の設置のため
に市民へ設置費の補助をおこなうことは設置促進に有効だと考える。そのため、継続しての事業が必要である。
また、公共浄化槽設置の者との設置費及び維持管理費に違いがあるため統合に向けて検討が必要である。

今後の方向性
拡充して継続 現状のまま継続 縮小して継続
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